
第１

議案第４４号 令和８年度南あわじ市一般会計補正予算（第１号）

議案第５１号 南あわじ市指定金融機関の指定について

議案第５２号 南あわじ市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制
定について

議案第５４号 物品売買契約の締結について（消防ポンプ自動車）

議案第５５号 南あわじ市小中学校照明ＬＥＤ化業務請負契約の締結について

第２

議案第４５号 令和８年度南あわじ市介護保険特別会計補正予算（第１号）

議案第４６号 南あわじ市印鑑条例の一部を改正する条例制定について

議案第４７号 南あわじ市税条例の一部を改正する条例制定について

議案第４８号 南あわじ市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に
関する条例の一部を改正する条例制定について

議案第４９号 南あわじ市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例制定につい
て

議案第５０号 南あわじ市火入れに関する条例の一部を改正する条例制定につい
て

議案第５３号 南あわじ市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定につい
て

第３

第４

議員派遣の申し出

議会運営委員会、常任委員会の閉会中の継続調査の申し出

第１４０回南あわじ市議会定例会議事日程（第６号）

令和８年６月２５日（木）午前１０時開議

議案第４４号、議案第５１号、議案第５２号、議会第５４号、議会第５５号（５件一
括上程）

議案第４５号～議案第５０号、議案第５３号（７件一括上程）



 

議 案 番 号 件 名 結 果

議 案 第 ４ ４ 号 令和８年度南あわじ市一般会計補正予算（第１号） 原 案 可 決

議 案 第 ５ １ 号 南あわじ市指定金融機関の指定について 原 案 可 決

議 案 第 ５ ２ 号 南あわじ市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する
条例制定について

原 案 可 決

議 案 第 ５ ４ 号 物品売買契約の締結について（消防ポンプ自動車） 原 案 可 決

議 案 第 ５ ５ 号 南あわじ市小中学校照明ＬＥＤ化業務請負契約の締結につ
いて

原 案 可 決

（ 公　印　省　略 ）

令和８年６月１９日 

　南あわじ市議会議長　　谷　口　博　文　　様

　本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第１０８
条の規定により報告します。

記

総務文教常任委員会委員長　　吉　田　良　子　

委　員　会　審　査　報　告　書



議 案 番 号 件 名 結 果

議 案 第 ４ ５ 号 令和８年度南あわじ市介護保険特別会計補正予算（第１
号）

原 案 可 決

議 案 第 ４ ６ 号 南あわじ市印鑑条例の一部を改正する条例制定について 原 案 可 決

議 案 第 ４ ７ 号 南あわじ市税条例の一部を改正する条例制定について 原 案 可 決

議 案 第 ４ ８ 号 南あわじ市地方活力向上地域における固定資産税の不均一
課税に関する条例の一部を改正する条例制定について

原 案 可 決

議 案 第 ４ ９ 号 南あわじ市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例制定
について

原 案 可 決

議 案 第 ５ ０ 号 南あわじ市火入れに関する条例の一部を改正する条例制定
について

原 案 可 決

議 案 第 ５ ３ 号 南あわじ市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定
について

原 案 可 決

（ 公　印　省　略 ）

令和８年６月２２日 

　南あわじ市議会議長　　谷　口　博　文　　様

産業厚生常任委員会委員長　　北　条　志　津　子　

委　員　会　審　査　報　告　書

　本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第１０８
条の規定により報告します。

記



　次のとおり、地方自治法第１００条第１３項及び会議規則第１６２条の規定により

議員を派遣する。

1 慶野松原海水浴場海開き神事

(1) 安全祈願祭

(2)

(3)

(4) 正副議長、産業厚生常任委員

2 南あわじ市青少年健全育成市民会議

(1) 会議

(2)

(3)

(4) 全議員

3 阿万海岸海水浴場海びらき

(1) 安全祈願祭

(2)

(3)

(4) 議長、産業厚生常任委員

4 南あわじ市ふれあい文化芸能祭

(1) 芸能祭

(2)

(3)

(4) 全議員

5 東播・淡路市議会議長会定例会

(1) 定例会

(2)

(3)

(4) 正副議長

派遣議員

派遣場所 市地区公民館

期 間 令 和 8 年 7 月 3 日

議員派遣申出書

定 例 会令和8年6月25日

市地区公民館

目 的

派遣場所 慶野松原海水浴場浜休憩所

期 間 令 和 8 年 7 月 1 日

令 和 8 年 7 月 4 日

派遣議員

目 的

派遣場所

目 的

阿万海岸海水浴場現地

派遣議員

目 的

派遣場所

目 的

派遣場所 いこいの宿淡路島津名ハイツ

期 間 令 和 8 年 7 月 13 日

派遣議員

期 間

派遣議員

令 和 8 年 7 月 11 日期 間 、12日



6 淡路三原高校「総合的な探求の時間（Sagas）地域課題探求最終発表会」

(1) 発表会

(2)

(3)

(4) 全議員

7 兵庫県市議会議長会総会

(1) 総会

(2)

(3)

(4) 正副議長

8 淡路議会議員研修会

(1) 研修会

(2)

(3)

(4) 全議員

期 間 令 和 8 年 7 月 28 日

派遣議員

目 的

目 的

派遣場所 淡路市防災あんしんセンター

派遣議員

派遣場所 いこいの村はりま

期 間 令 和 8 年 7 月 22 日

派遣議員

目 的

派遣場所 淡路三原高等学校

期 間 令 和 8 年 7 月 21 日



（ 公 印 省 略 ）   

                          令和８年６月１７日 

  

  南あわじ市議会 

   議長 谷 口 博 文 様 

  

議会運営委員会 

 委員長 印 部 久 信  

   

閉 会 中 の 継 続 調 査 申 出 書                

   

  本委員会は、所掌事務のうち次の事件について、閉会中の継続調査を要する 

 ものと決定したので、会議規則第１０９条の規定により申し出ます。 

  

記 

  

  １．事  件 

（１）議会運営に関する事項 

   （２）議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項 

   （３）議長の諮問に関する事項 

 

  ２．期  限 

次回定例会迄 

 

 

 

 

 

 

 



（ 公 印 省 略 ）   

                          令和８年６月１９日 

  南あわじ市議会 

   議長 谷 口 博 文 様 

  

                     総務文教常任委員会 

                    委員長 吉 田 良 子     

   

閉 会 中 の 継 続 調 査 申 出 書                

  

  本委員会は、所管事務のうち次の事件について、閉会中の継続調査を要する 

 ものと決定したので、会議規則第１０９条の規定により申し出ます。 

  

記 

  １．事  件 

（１）市の総合的企画、調整について 

（２）行財政計画について 

（３）市有財産の維持管理と財源の確保について 

（４）情報化の推進について  

（５）離島振興対策について 

（６）国際交流及び友好市町の調査について 

（７）人権施策について 

（８）消防・防災対策の推進について 

（９）子育てと教育の充実について 

（10）文化・スポーツの振興と関係施設の整備について 

（11）青少年の健全育成について 

（12）選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会に関すること 

 

  ２．期  限 

 次回定例会迄 



（ 公 印 省 略 ）   

                          令和８年６月２２日 

  南あわじ市議会 

   議長 谷 口 博 文 様 

  

産業厚生常任委員会 

委員長 北 条 志 津 子  

   

閉 会 中 の 継 続 調 査 申 出 書                

  

  本委員会は、所管事務のうち次の事件について、閉会中の継続調査を要する 

 ものと決定したので、会議規則第１０９条の規定により申し出ます。 

  

記 

  １．事  件 

   （１）税の賦課徴収について 

  （２）生活環境の整備推進について 

（３）福祉対策について 

（４）介護保険と高齢化社会対策について 

（５）医療体制と健康づくりの推進について 

  （６）商工業及び観光の振興について 

  （７）食のブランドの推進について 

（８）農業振興の推進について 

（９）水産振興の推進について 

（10) 都市整備事業の推進について 

（11）下水道事業の推進について 

（12）農業委員会に関すること 

 

  ２．期  限 

 次回定例会迄 



（ 公 印 省 略 ）   

                          令 和 ８ 年 ６ 月 ３ 日 

  

  南あわじ市議会 

   議長 谷 口 博 文 様 

   

議会広報広聴常任委員会 

 委員長 仲 野 加 枝    

  

閉 会 中 の 継 続 調 査 申 出 書                

  

  本委員会は、所管事務のうち次の事件について、閉会中の継続調査を要する 

 ものと決定したので、会議規則第１０９条の規定により申し出ます。 

  

記 

  

  １．事  件    

   （１）議会広報紙に関する事項 

   （２）議会報告会に関する事項 

  （３）議会ホームページに関する事項 

  （４）議会ライブ配信、録画配信に関する事項 

  （５）その他議会広報広聴活動に関する事項 

 

  ２．期  限 

次回定例会迄 

 

 

 

 


